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八戸市復興計画推進市民委員会の概要 
 

１．目 的 

● 東日本大震災からの復旧・復興に向けて、平成 23 年 9 月 26 日に策定した八戸市復興計画

の適切な進行管理を行うため、市の総合計画と同様に、市民で構成する委員会（市民委員会）

を設置する。 

市民委員会は復興計画の重点事業である 8 つの「創造的復興プロジェクト」の事業を中心

に、計画を構成する 4 つの基本方向（①被災者の生活再建、②地域経済の再興、③都市基盤

の再建、④防災力の強化）ごとに施策 17項目に対して意見を述べ、市では、当該意見を踏ま

え、事業の見直しなどの検討を行い、次年度以降の事業計画に反映させる。 

２．委員構成 

● 復興計画の策定に携わった委員及び団体の推薦者等 8名 ＋ 公募委員 1名 の計 9名 

  ※任期：平成 30年 5月 18日～平成 32年 3月 31日 

３．審議方法 

● 市民委員会は、事業の進捗状況、市民・市政モニター・有識者へのアンケートの結果等を

踏まえて、施策の達成状況や今後の方向性などについて、「意見書」としてとりまとめ、市長

に提出する。 

 
 

【市民委員会の意見と事業計画との関係】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【市民委員会の意見と事業計画との関係】 

① 事業進捗状況調査（復興施策シート） 

施策を構成する創造的復興プロジェクト等、主要事業についての進捗状況調査 

（１）内部調査 

② 市民・市政モニター・有識者を対象とする、４つの基本方向を柱とした各施策の目

指す姿に対する現状評価に関するアンケート調査 

（２）市民・市政モニター・有識者へのアンケート調査 

（３）市民委員会による意見聴取 

③ 施策を構成する創造的復興プロジェクト等、主要事業の進捗状況、アンケート調査結果

を元に意見交換を行う。 

④ 意見は最終的に「意見書」として取りまとめ、市長に提出する。 
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４．平成 30年度スケジュール（予定） 

月 内 容 

4月 ・[内部調査] 復興事業の進捗状況等に関する主要事業計画表の作成依頼（下旬） 

5月 

・[内部調査] 復興計画推進市民委員会からの意見への対応状況調査（中旬） 

・[市民アンケート] 調査結果の取りまとめ（下旬） 

第 1回会議 5 月 18 日（金）14:00～16:45 

・委嘱状交付、正副委員長選出、市民委員会概要及び復興状況の説明、復興事業現地視察 

6月 

第 2回会議 6月 27 日（水）14:00～16:00 

・意見聴取「基本方向 1．被災者の生活再建」（35事業） 

・意見聴取「基本方向 4．防災力の強化」（45事業） 

7月 

第 3回会議 7月 19 日（木）10:00～12:00 

・意見聴取「基本方向 2．地域経済の再興」（70事業） 

・意見聴取「基本方向 3．都市基盤の再建」（18事業） 

8月 
第 4回会議 8月 23 日（木）14:00～16:00 

・市民委員会「意見書」の検討、取りまとめ 

9月 

意見書提出 9月 19 日（水）14:15～14:30 

・委員会→市長 

意見書の各課への送付（下旬） 

・当初予算編成、次年度事業計画への反映 
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八戸市復興計画推進市民委員会委員名簿 

 

 

敬称略；五十音順 

 氏   名 備    考 

１ 池本 伸也 八戸市社会福祉協議会 常務理事 

２ 柏崎 瑞貴 八戸商工会議所青年部 会長 

３ 川本 菜穂子 災害ボランティアコーディネーター連絡協議会 副会長 

４ 澤藤 孝之 八戸港振興協会 専務理事 

５ 鈴木 パティ 連合青森三八地域協議会 事務局長 

６ 関  秀廣 八戸工業大学 電気電子工学科長 教授 

７ 高畑 紀子 八戸観光コンベンション協会 理事 

８ 藤村 幸子 公 募 

９ 類家 伸一 
特定非営利活動法人 

循環型社会創造ネットワーク 相談役 
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八戸市復興計画推進市民委員会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八戸市附属機関設置条例（平成25年八戸市条例第６号）第３

条の規定に基づき、八戸市復興計画推進市民委員会（以下「委員会」という。）

の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職務） 

第２条 委員会は、八戸市復興計画の実施状況について調査審議するとともに、当

該計画の推進に関し、必要な事項について調査及び検討をし、市長に対して意見

を述べるものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員10人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 八戸市復興計画の策定における八戸市復興計画検討会議の委員であった

者又は当該委員の所属する団体が推薦する者 

(２) 震災復興に関し優れた識見を有する者 

(３) 公募に応じた者 

３ 委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員

の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、市長が行う。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

（資料の提出の要求等） 

第６条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項

は、委員長が委員会に諮って定める。 
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附 則 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に従前の八戸市復興計画推進市民委員会の委員である

者は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）において第３条第２項の

規定により委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当

該委員の任期は、同条第３項本文の規定にかかわらず、平成26年３月31日までと

する。 

３ この規則の施行の際現に従前の八戸市復興計画推進市民委員会の会長又は副

会長である者は、施行日において第４条第２項の規定により委員会の会長又は副

会長として定められたものとみなす。 

附 則 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に八戸市復興計画推進市民委員会の委員である者の任

期については、なお従前の例による。 
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八戸市復興計画推進市民委員会の運営方法について 

 

 

 

① 会議は公開とする。 

 

② 傍聴者は、会議で発言することはできない。 

 

③ 会議における発言は議事録として記録される。 

 

④ 議事録は公開する。 

 
 


